令和８年度　内子町商工会販路開拓支援事業実施要領
１．事業目的
内子町商工会会員事業所が、町内で生み出された優れた商品の販路拡大等のため、物産展へ出展したり、自社WEBサイトの開設・改修を実施したりする際の支援を行うことによって、市場競争力と収益力の向上並びに、販路、売上の拡大を図る。

２．対象　内子町商工会会員
３．対象となる期間　令和８年４月～令和９年２月末
４．対象となる事業及び支援対象

県外への物産展等への出展に係る旅費（自家用車含む）、出展料、試作研究費、パッケージデザイン費、自社WEB（EC）サイト開設改修費　※その他会長が適当と認める経費。
５．助成金
　　助成対象経費の２/３以内とし、３０万円を上限とする。ただし、２/３の額が５万円を下回る場合は、５万円を上限として実経費全額とする。但し、予算の範囲内での支援とする。
　※３期連続採択者については上限額を２０万円とする。
　※令和6年度を起算日とし、連続採択が3回に達するごとに上限額を減額します。
減額の適用は当該年度限りとし、次年度は通常通りとします。
６．事業申請及び採択
　　事業を計画する事業所は、申請書（様式１）を提出する。提出された申請書については、会長並びに局長、経営指導員による審査を行い、採択の可否を決定する。
７．事業報告及び経費の精算・助成金の支払い
事業採択を受けた事業所は、事業終了後、速やかに（事業実施後30日以内もしくは、令和９年３月10日のいずれか早い方）経費内容を示す証票とともに報告書（様式２）を提出し、会長並びに局長・経営指導員による審査を行い、助成金を支払う。助成金の
申請内容と著しく相違する内容や不適切な事業、及び経費と認められた場合は、助成金の一部若しくは全部を減額することがある。
　
８．その他

　内子町町並・地域振興課より事業内容について照会があった場合は応じる必要がある。
※自社WEB(EC)サイト関連費用は、初期制作・改修費用のみとし、接続料やサーバー費用、保守費用等の定期的に発生する費用は含まない。
※出展等に係る自家用車移動費について、ガソリン代支給基準は現地までの最短距離（Googleマップ等で算出）に２５円を乗じた金額とする。
（様式１）

令和　　年　　月　　日

令和８年度内子町商工会販路拡大支援事業申請書

　販路拡大支援事業を計画するにあたり、以下のとおり申請をいたします。
事業所名：

代表者名：　　　　　　　
所 在 地：

電話番号：

記

１．物産展等について

	物産展名
	

	物産展開催団体
	

	開催場所
	

	開催日時
	

	出展内容（商品）
	

	出展方法
	


２．自社WEB（EC）開設・改修について

	種類（該当に○）
	自社WEBサイト　　　　ECサイト

	種別（該当に○）
	新設　　　　　　改修

	自社WEB（EC）
サイトの内容
	


３．新商品の試作・研究について 
	事業内容

	


４．費用概算について

	経費名
	単価
	数量
	総額
	内容

	展示会等出展費
	
	
	
	

	旅費
	
	
	
	

	試作研究費
	
	
	
	

	WEB開設（改修）費
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


※各経費については、見積書や証憑書類など根拠となる書類の添付が必要である。

※各行数が不足する場合は追加。
※物産展出展の場合は、開催団体による開催要領を別途添付。
※経営指導員等が必要と認めた場合には、他の資料の提出を求めることがある。
（様式２）
令和　　年　　月　　日

令和８年度内子町商工会販路拡大支援事業報告書

　販路拡大支援事業を実施いたしましたので、以下のとおり報告をいたします。
事業所名：　　　　　　　　
代表者名：　　　　　　　　
所 在 地：

電話番号：

記

１．事業成果
	事業内容
	１．販売数量等（商品名含む）及び旧WEBサイト等アドレス
２．販売額等及び新WEBサイト等アドレス
３．その他の事業


	今後の展開


	※その場での販売だけでなく、企業間取引のきっかけ等があった場合は記載。



※上記は、任意の様式によって事業報告・成果の詳細を追記することができる
２．　費用精算について（各経費の証票が必要）
	経費名
	単価
	数量
	総額
	内容

	旅費
	
	
	
	

	出展料
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	計
	
	
	
	


※各行数が不足する場合は追加。写真を数点提出。添付資料がある場合は別途添付。
なお、WEBサイトを開設した場合はページを印刷したものを添付する。
改修の場合は改修前・後（追加を含む）のページを添付する。
３．請求及び振込先口座について
　費用精算に基づき、証拠証票等を添えて以下の金額を請求します。
請求金額　　　　　　　　　　　　円
※助成対象経費の２/３以内とし、３０万円を上限とする。ただし、２/３の額が５万円を下回る場合は、５万円を上限として実経費全額。
※３期連続採択者については上限額を２０万円とする。
＜振込口座＞事業所または事業主の口座をご記入ください。
	金融機関名
	
	支 店 名
	

	種　別
	当座・普通
	口座番号
	

	口座名義
	
	
	


提出期限：事業実施から30日以内、もしくは令和９年３月10日（水）





提出期限：事業実施から30日以内、もしくは令和９年３月10日（水）








